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⇒
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西
ド
イ
ッ
の
刑
法
典
代
案
グ
ル
ー
プ
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
ウ
マ
ン
教
授
は
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
刑
の
問
題
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
こ
こ
で
紹
介
す
る
小
冊
子
は
パ
ウ
マ
ン
教
授
が
と
く
に
関
心
を
示
し
て
い
る

　
　
と
思
わ
れ
る
「
刑
務
所
に
お
け
る
保
安
と
秩
序
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

鮒
　
バ
ウ
マ
ソ
教
授
は
こ
の
小
冊
子
に
お
い
て
、
一
九
七
一
年
一
月
の
「
行
刑
法

　
　
　
（
2
）

委
員
会
草
案
L
　
（
囚
o
B
巳
一
ω
。
・
δ
富
o
口
署
珪
h
“
◎
D
樗
9
m
〈
o
一
一
建
σ
q
ω
o
q
o
ω
9
N
）

の
改
訂
案
（
国
¢
h
Φ
同
o
ロ
8
ロ
Φ
巨
≦
自
詠
く
o
日
］
≦
似
旨
一
㊤
刈
一
）
と
対
照
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
（
4
）

な
が
ら
、
自
ら
の
考
え
を
条
文
化
し
、
そ
し
て
解
説
す
る
。

　
本
稿
は
小
冊
子
の
第
一
部
「
保
安
と
秩
序
」
の
部
分
を
紹
介
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
「
前
注
」
（
＜
o
さ
Φ
日
Φ
蒔
q
ロ
σ
q
）
で
バ
ウ
マ
ン
の
基
本
構
想
が

述
べ
ら
れ
る
。
バ
ウ
マ
ン
は
い
う
。
刑
務
所
は
保
安
と
秩
序
に
つ
い
て
の
何

ら
か
の
規
制
な
し
に
は
や
っ
て
ゆ
け
な
い
。
再
社
会
化
の
一
層
の
強
調
と
処

遇
方
法
の
初
め
て
の
規
定
化
は
、
処
遇
の
実
現
が
保
障
さ
れ
、
実
効
的
な
教

育
的
働
き
か
け
を
可
能
に
す
る
秩
序
の
確
立
・
維
持
を
要
求
す
る
。
そ
し
て

自
由
刑
と
保
安
処
分
は
国
家
の
働
き
か
け
の
最
後
の
手
段
で
あ
り
、
有
罪
者

に
対
す
る
決
定
的
で
一
部
有
害
な
結
果
を
伴
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
不
必
要

な
「
内
部
の
自
由
制
限
」
（
言
口
電
o
年
Φ
茜
9
け
ω
ぴ
Φ
ω
o
ぼ
画
，
ロ
閃
q
口
α
q
）
を
加

え
て
、
慎
重
な
教
育
的
処
遇
に
よ
っ
て
築
か
れ
又
は
築
か
れ
よ
う
と
し
て
い

る
も
の
を
破
壊
し
、
妨
害
す
べ
き
で
は
な
い
。
　
刑
務
所
の
秩
序
は
「
改
訂

案
」
の
「
人
間
に
価
す
る
秩
序
」
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
的
に
実
効
的
な

「
将
来
の
自
由
な
生
活
の
た
め
の
訓
練
」
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
バ
ゥ
マ
ン
は
こ
の
様
な
構
想
の
下
に
六
つ
の
原
則
を
た
て
る
。
第
一
は

「
内
部
の
自
由
」
の
原
則
で
あ
る
。
自
由
な
生
活
へ
の
教
育
が
完
全
な
不
自

由
の
下
で
う
ま
く
行
く
わ
け
が
な
い
か
ら
、
自
由
刑
と
か
か
わ
ら
な
い
自
由



5
2
@
は
保
障
さ
れ
る
。
「
内
部
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
判
断
は
所
長
の
裁
量
に
ま

ー　
　
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
く
と
も
「
内
部
の
自
由
」
の
原
則
は
法
律
の

　
　
根
拠
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
に
は
秩
序
は
自
己
目
的
で
は
な
く
、
処
遇
を
さ
さ
え
る
機
能
を
果
す

　
　
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
秩
序
規
定
の
処
遇
規
定
に
対
す
る
補
充
性
の
原
則
又
は

　
　
処
遇
の
優
先
の
原
則
）
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
バ
ウ
マ
ン
は
厳

　
　
格
に
実
施
さ
れ
る
秩
序
は
処
遇
に
と
っ
て
益
よ
り
害
が
あ
る
こ
と
、
秩
序
に

　
　
関
す
る
規
定
は
処
遇
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
に
、
処
遇
の
課
題

　
　
に
役
に
立
つ
様
に
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
無
秩
序
も
又
治
療
体
験

　
　
た
り
う
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
　
　
第
三
は
、
行
刑
法
に
お
い
て
も
可
能
な
場
合
に
は
、
罰
シ
ス
テ
ム
（
罎
巴
鐸
ω
－

　
　
ω
団
ω
8
目
）
は
賞
シ
ス
テ
ム
（
ぎ
ロ
蔭
の
あ
団
ω
8
目
）
に
代
る
べ
き
こ
と
で
あ

　
　
る
。
こ
れ
は
特
典
制
度
の
維
持
だ
け
で
は
な
く
、
誘
導
は
威
し
よ
り
も
よ
り

　
　
す
ぐ
れ
て
お
り
実
効
的
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
第
四
は
、
自
己
責
任
の
原
則
で
あ
る
（
の
o
冒
ω
牙
①
箪
口
葺
o
陰
口
旨
o
q
）
。
看

　
　
守
や
刑
務
所
規
則
に
よ
る
他
律
的
な
規
制
に
代
っ
て
、
社
会
的
行
為
の
自
律

　
　
的
決
定
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
将
来
の
自
由
な
生
活
に
と
っ
て
必
要

　
　
な
こ
と
で
あ
り
、
将
来
、
刑
務
所
の
秩
序
と
は
異
な
っ
た
秩
序
と
行
動
基
準

　
　
を
作
り
出
す
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
。

　
第
五
は
、
全
ゆ
る
非
教
育
的
手
段
の
排
除
で
あ
る
。
「
改
訂
案
」
は
こ
の

点
を
失
念
し
て
い
る
。
正
し
く
理
解
さ
れ
、
処
遇
と
教
育
に
資
す
る
、
い
や

少
く
と
も
教
育
的
処
遇
を
妨
げ
な
い
秩
序
の
維
持
だ
け
が
理
由
が
あ
る
。
パ

ゥ
マ
ソ
は
教
育
的
効
果
と
、
教
育
的
に
有
効
な
行
刑
を
可
能
に
す
る
秩
序
の

維
持
の
両
者
を
個
別
的
に
考
量
す
る
。

最
後
に
第
六
は
若
干
重
複
す
る
が
、
全
ゆ
る
強
制
の
補
充
性
の
原
則
で
あ

る
。
軽
微
な
保
安
・
共
同
生
活
の
侵
害
は
、
有
効
な
処
遇
が
続
け
ら
れ
る
た

め
に
は
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
諸
原
則
を
実
現
す
る
規
定
は
小
冊
子
の
他
の
部
分
に
も
勿
論
盛
込

ま
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
「
保
安
と
秩
序
」
の
部
分
に
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い

る
。

（
1
）
た
と
え
ば
、
言
嬬
o
q
Φ
口
野
口
日
9
”
P
U
一
〇
ω
貫
蝉
h
＜
9
貯
億
o
q
ω
同
Φ
h
O
H
目

9
ロ
ω
　
α
Φ
同
　
ω
一
〇
げ
け
鳥
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ω
　
b
一
8
目
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菖
く
3
国
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け
≦
二
鴇
富
q
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見
ω
9
P
h
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げ
宏
゜

冨
げ
3
き
一
口
　
“
》
°
囚
拶
昌
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僧
口
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（
町
ω
α
q
シ
　
U
δ
ω
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く
o
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N
q
α
q
ω
・
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9
曾
目
－
国
一
ロ
o
屏
ユ
ニ
ω
o
げ
o
切
o
ω
冨
口
Ω
ω
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ロ
囲
口
櫛
げ
B
ρ
H
㊤
刈
炉
ω
゜
b
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一
自
゜
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g
ω
6
ω
一
〇
げ
o
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げ
Φ
詳
仁
ロ
α
O
h
Ω
”
偉
口
o
q
一
口
伽
o
H
》
昌
ω
鼠
一
け
1
国
言
一
魅

犀
ユ
凱
ω
o
げ
¢
国
同
≦
似
o
q
信
ロ
o
q
¢
ロ
醤
　
ゆ
ゆ
刈
b
◎
h
h
°
山
o
ω
切
口
け
≦
信
昌
ω
o
言
Φ
ω

G
o
X
黒
く
o
昌
N
ロ
α
q
の
σ
q
o
ω
o
怠
Φ
ω
゜
冒
…
周
o
ω
冨
o
げ
鼠
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呂
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殉
o
一
け
げ
斜
昌
］
≦
p
q
－
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（
2
）
委
員
会
草
案
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
誠
二
「
西
ド
イ
ツ
行
刑
法
草
案
を

め
ぐ
っ
て
e
⇔
⇔
」
・
警
察
研
究
四
二
巻
九
ー
一
一
号
参
照
。

（
3
）
こ
の
小
冊
子
の
提
案
に
つ
い
て
パ
ゥ
マ
ソ
教
授
は
い
う
。
こ
こ
に
提

案
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
代
案
グ
ル
ー
プ
」
の
そ
れ
で
は
な
く
、
バ
ゥ
マ
ソ
自

身
の
統
一
的
な
基
本
構
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
妥
協
的
性
格
や
注

釈
的
性
格
の
考
慮
か
ら
自
由
な
も
の
で
あ
る
と
（
u
噂
く
o
嚇
≦
o
昌
．
．
に
よ
る
）
。

（
4
）
こ
の
小
冊
子
は
埠
り
碧
o
ゴ
Φ
｝
o
ま
ロ
ロ
ユ
○
巳
ロ
ニ
ロ
o
q
．
「
3
d
口
a
暮
♀

び
9
。
器
幡
N
毛
9
昌
α
q
．
．
1
3
＜
o
話
o
げ
三
伽
9
0
＜
曾
h
Φ
巨
二
口
σ
q
o
口
．
ー
嵩
切
ユ
Φ
中

く
Φ
蒔
o
葺
、
．
の
四
部
分
か
ら
な
る
。
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1

《
行
刑
法
改
訂
案
》

　
七
二
条
（
原
則
）

ω
　
刑
務
所
で
の
秩
序
あ
る
共
同
生
活
に
対
す
る
受
刑
者
の
責
任
感
が
呼

び
覚
さ
れ
助
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
刑
務
所
の
保
安
及
び
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
受
刑
者
に
は
、
こ
の

法
律
の
定
め
る
義
務
及
び
制
限
が
課
さ
れ
る
（
色
置
o
口
）
。
こ
の
義
務
及

び
制
限
は
、
そ
の
目
的
と
釣
合
い
が
と
れ
て
お
り
、
受
刑
者
を
必
要
以
上

に
多
く
か
つ
長
く
害
し
な
い
よ
う
に
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

《
バ
ウ
マ
ソ
案
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
S
O
　
（
°
》
◎
D
一
〇
げ
Φ
昏
o
詳
ロ
ロ
山
O
a
口
信
口
σ
q
・
．
の
略
）
［
条
（
自
己
責
任

の
原
則
）

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ω
　
刑
務
所
及
び
集
団
で
の
共
同
生
活
に
対
す
る
受
刑
対
象
者
及
び
対
象

　
（
6
）

者
集
団
（
℃
8
ぴ
9
。
昌
α
o
ロ
ロ
゜
℃
8
び
p
巳
o
旨
σ
q
↓
ξ
b
o
）
の
責
任
感
が
呼
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

覚
さ
れ
助
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
幽
受
刑
対
象
者
に
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
義
務
及
び
制
限
が
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き
に
だ
け
課
さ
れ
る
。

　
1
　
保
安
の
重
大
な
侵
害
、

　
2
幽
共
同
生
活
の
著
し
い
妨
害
、
又
は

　
3
，
刑
事
教
育
的
処
遇
の
重
大
な
侵
害
を
阻
止
し
、
又
は
な
く
す
る
た

　
（
1
1
）

　
め



5
4

1

　
S
O
二
条
（
比
例
の
原
則
）

ω
　
義
務
及
び
制
限
は
、
そ
の
目
的
（
S
O
一
条
二
項
）
と
釣
合
い
が
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
か
つ
そ
の
限
度
で
の
み
課
さ
れ
る
。
義
務
と
制

限
は
受
刑
対
象
者
を
必
要
以
上
に
多
く
か
つ
長
く
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い

（
ぴ
O
一
”
ω
“
O
口
）
。

②
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
受
刑
対
象
者
に
対
す
る
処
遇
の
効
果
が
、

義
務
と
制
限
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
害
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
が
考
量
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
S
O
三
条
（
補
充
の
原
則
）

ω
　
義
務
と
制
限
は
、
そ
の
目
的
（
S
O
一
条
二
項
）
が
処
遇
手
段
に
よ

っ
て
は
達
成
で
き
な
い
場
合
に
だ
け
課
さ
れ
る
（
処
遇
の
舞
）
・

②
　
目
的
の
短
期
的
侵
害
は
、
よ
り
よ
い
処
遇
手
段
が
時
間
は
か
か
る
け

れ
ど
も
持
続
的
な
効
果
を
期
待
さ
せ
る
場
合
に
は
、
甘
受
し
な
け
れ
ば
な

　
（
1
5
）

ら
な
い
。

　
S
O
四
条
（
禁
止
さ
れ
る
処
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ω
　
は
つ
か
し
め
る
、
非
教
育
的
処
置
は
許
さ
れ
な
い
。

②
　
閉
鎖
刑
務
所
又
は
閉
鎖
分
界
内
に
お
い
て
も
、
一
日
中
内
に
閉
込
め

て
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
閉
鎖
分
界
内
で
の
全
ゆ
る
隔
離
は
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5

1

　
七
三
条
（
遵
守
規
定
）

ω
　
受
刑
者
は
刑
務
所
職
員
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
刑

者
は
指
定
さ
れ
た
場
所
を
許
可
な
く
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

②
　
受
刑
者
は
刑
務
所
の
日
程
（
労
働
時
間
、
自
由
時
間
、
休
憩
時
間
）

に
従
い
、
他
の
人
達
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲
　
受
刑
者
は
自
分
の
監
房
（
国
9
出
酔
同
櫛
口
目
）
及
び
刑
務
所
か
ら
与
え
ら

れ
た
物
品
を
整
理
し
、
大
切
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
受
刑
者
は
人
の
生
命
又
は
健
康
に
対
す
る
危
険
を
意
味
し
、
あ
る
い

は
重
大
な
物
的
損
害
の
発
生
を
懸
念
さ
せ
る
事
情
を
直
ち
に
、
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
七
四
条
（
個
人
の
所
持
。
私
有
金
（
国
一
α
q
¢
旨
O
q
Φ
冠
）
）

ω
　
受
刑
者
は
行
刑
機
関
か
ら
与
え
ら
れ
た
か
又
は
そ
の
同
意
を
得
て
与

え
ら
れ
た
物
品
だ
け
を
所
持
又
は
取
得
し
て
よ
い
。
同
意
が
な
く
と
も
、

受
刑
者
は
価
値
の
軽
微
な
物
品
を
他
の
受
刑
者
か
ら
取
得
し
て
よ
い
。
行

刑
機
関
は
こ
れ
ら
の
物
品
に
つ
い
て
も
、
取
得
及
び
所
持
を
そ
の
同
意
に

一
日
中
は
許
さ
れ
な
い
。
　
受
刑
対
象
者
相
互
の
自
由
な
交
通
は
、
保
安

又
は
処
遇
の
重
大
な
理
由
に
よ
る
場
合
に
だ
け
、
妨
げ
ら
れ
又
は
断
た
れ

（
1
7
）

る
。　

S
O
五
条
（
遵
守
規
定
）

ω
　
受
刑
対
象
者
は
、
自
分
を
担
当
す
る
刑
務
所
職
員
の
命
令
に
従
わ
な

　
　
　
　
　
（
1
8
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
受
刑
対
象
者
は
刑
務
所
の
日
程
（
治
療
時
間
、
労
働
時
間
、
自
由
時

間
、
休
憩
時
間
）
に
従
い
、
他
の
人
達
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

③
　
受
刑
対
象
者
は
自
分
の
居
房
（
ぐ
『
O
げ
昌
婦
9
口
H
口
）
及
び
刑
務
所
か
ら

与
え
ら
れ
た
物
品
を
整
理
し
、
大
切
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

居
房
の
各
々
の
形
成
は
、
S
O
一
条
二
項
に
あ
げ
ら
れ
た
目
的
が
別
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
を
要
請
し
な
い
限
り
、
各
自
に
任
さ
れ
る
。

　
S
O
六
条
（
個
人
の
所
持
）

ω
衣
服
、
小
道
具
、
調
度
品
及
び
個
人
財
産
は
で
き
る
だ
け
受
刑
対
象

者
の
所
有
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
刑
対
象
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
物

品
を
持
込
み
又
は
所
有
物
と
し
て
取
得
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
ら
な
い
。
制
限
は
S
O
一
条
二
項
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。



5
6

1

か
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
受
刑
者
が
所
持
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
物
品
は
、
受
刑
者
の
た
め

に
保
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
銭
は
私
有
金
と
し
て
帳
簿
に
記
入

さ
れ
る
。
受
刑
者
に
は
、
自
分
の
物
品
を
送
り
、
自
分
の
私
有
金
を
処
分

す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。

　
七
五
条
（
捜
検
）

ω
　
受
刑
者
、
受
刑
者
の
物
品
及
び
監
房
は
何
時
で
も
捜
検
さ
れ
る
。
男

の
受
刑
者
の
捜
検
の
場
合
に
は
男
だ
け
が
、
女
の
受
刑
者
の
捜
検
の
場
合

に
は
女
だ
け
が
立
会
を
許
さ
れ
る
。

②
　
し
ゅ
う
恥
心
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
険
が
迫
っ
て
い

る
場
合
か
又
は
個
別
的
な
所
長
の
命
令
に
も
と
つ
い
た
と
き
に
だ
け
、
広

範
囲
の
脱
衣
を
伴
う
身
体
検
査
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
　
身
体
検
査

は
閉
め
た
部
屋
で
、
他
の
受
刑
者
の
い
な
い
所
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

③
　
閉
鎖
刑
務
所
に
つ
い
て
は
、
所
長
は
、
受
刑
者
が
第
二
項
に
従
っ
て

検
査
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
一
般
的
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
六
条
（
移
送
）

②
　
受
刑
対
象
者
は
第
一
項
に
よ
っ
て
、
物
品
を
他
の
受
刑
対
象
者
か
ら

　
　
　
　
　
（
2
1
）

も
取
得
し
て
よ
い
。

③
　
受
刑
対
象
者
が
第
一
項
に
よ
っ
て
所
持
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
物

品
は
、
受
刑
対
象
者
の
た
め
に
保
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
銭
は

私
有
金
と
し
て
帳
簿
に
記
入
さ
れ
る
。
受
刑
対
象
者
に
は
自
分
の
物
品
を

送
り
、
自
分
の
私
有
金
を
処
分
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。

　
S
O
七
条
（
捜
検
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ω
　
受
刑
対
象
者
、
そ
の
物
品
及
び
刑
務
所
の
部
屋
は
何
時
で
も
捜
検
さ

れ
る
。
男
の
受
刑
対
象
者
の
捜
検
の
場
合
に
は
男
だ
け
が
、
女
の
受
刑
対

象
者
の
捜
検
の
場
合
に
は
女
だ
け
が
立
会
を
許
さ
れ
る
。
し
ゅ
う
恥
心
は

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
危
険
が
迫
っ
て
い
る
場
合
か
又
は
個
別
的
な
所
長
の
命
令
に
も
と
つ

い
た
と
き
に
だ
け
、
広
範
囲
の
脱
衣
を
伴
う
身
体
検
査
を
行
う
こ
と
が
許

さ
れ
る
。
身
体
検
査
は
閉
め
た
部
屋
で
、
他
の
受
刑
対
象
者
の
い
な
い
所

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
　
閉
鎖
刑
務
所
に
つ
い
て
は
、
所
長
は
、
受
刑
対
象
者
が
、
第
二
項
に

従
っ
て
検
査
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
一
般
的
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

S
O
八
条
（
移
送
）
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1

　
脱
走
の
危
険
が
高
い
程
度
で
存
在
し
、
又
は
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
受

刑
者
の
態
度
あ
る
い
は
状
態
が
刑
務
所
の
保
安
又
は
秩
序
に
対
す
る
危
険

を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
当
該
受
刑
者
を
そ
の
処
遇
又
は
よ
り
安
全
な
収

容
に
適
し
た
施
設
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
七
七
条
（
特
別
保
安
処
置
）

ω
　
受
刑
者
の
態
度
に
よ
り
、
又
は
精
神
状
態
に
も
と
つ
い
て
高
い
程
度

で
、
脱
走
の
危
険
又
は
人
あ
る
い
は
物
品
に
対
す
る
暴
力
行
為
の
危
険
も

し
く
は
自
殺
あ
る
い
は
自
傷
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
受
刑
者
に

対
し
て
、
医
学
的
方
策
が
可
能
で
な
い
と
き
は
、
特
別
保
安
処
置
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
特
別
保
安
処
置
と
し
て
次
の
処
置
が
許
さ
れ
る
。

　
1
　
物
の
剥
奪
又
は
留
置

　
2
　
夜
間
に
お
け
る
反
覆
看
視

　
3
　
他
の
受
刑
者
か
ら
の
隔
離

　
4
　
自
由
な
領
域
に
滞
在
す
る
こ
と
の
停
止
又
は
制
限

　
5
　
危
険
な
物
の
な
い
特
別
に
安
全
な
監
房
に
拘
禁
す
る
こ
と

　
6
　
戒
具
の
使
用

㈲
　
第
二
項
三
号
な
い
し
五
号
の
処
置
は
、
刑
務
所
の
秩
序
の
重
大
な
破

壊
が
、
他
の
方
法
で
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
又
は
除
去
で
き
な
い

〈
こ
の
規
定
は
「
改
訂
案
」
五
条
以
下
の
規
定
と
関
連
づ
け
て
の
み
規
定

さ
れ
う
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
削
除
す
る
〉

　
S
O
九
条
（
特
別
保
安
処
置
）

ω
　
受
刑
対
象
者
の
態
度
に
よ
り
、
又
は
精
神
状
態
に
も
と
つ
い
て
高
い

程
度
で
、
脱
走
の
危
険
又
は
人
あ
る
い
は
物
品
に
対
す
る
暴
力
行
為
の
危

険
も
し
く
は
自
殺
あ
る
い
は
自
傷
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
受
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

対
象
者
に
対
し
て
、
特
別
保
安
処
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
特
別
保
安
処
置
と
し
て
次
の
処
置
だ
け
が
許
さ
れ
る
。

　
1
　
物
の
剥
奪
又
は
留
置

　
2
　
夜
間
に
お
け
る
反
覆
看
視

　
3
　
他
の
受
刑
対
象
者
か
ら
の
一
時
的
隔
離

　
4
　
自
由
な
領
域
に
滞
在
す
る
こ
と
の
停
止
又
は
制
限

　
5
　
危
険
な
物
の
な
い
特
別
に
安
全
な
部
屋
に
拘
禁
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
6
　
戒
具
の
使
用

③
第
二
項
三
号
の
処
置
は
、
共
同
生
活
の
著
し
い
妨
害
が
、
他
の
方
法

で
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
又
は
除
去
で
き
な
い
場
合
に
も
許
さ
れ

（
2
5
）

る
。



5
8

1

場
合
に
も
許
さ
れ
る
。

ω
　
戒
具
の
使
用
は
、
予
告
の
後
に
（
八
八
条
）
、
受
刑
者
が
行
刑
処
置
又

は
保
安
処
置
の
適
法
な
執
行
に
際
し
て
抵
抗
し
た
場
合
に
も
許
さ
れ
る
。

⑤
　
連
行
又
は
拘
引
の
際
に
、
第
一
項
と
は
別
の
理
由
か
ら
高
い
程
度
で

脱
走
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
も
、
戒
具
の
使
用
が
許
さ
れ
る
。

⑥
　
特
別
保
安
処
置
は
、
危
険
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
限
り
で
だ
け
、

継
続
を
許
さ
れ
る
。

　
七
八
条
（
独
居
拘
禁
）

ω
　
受
刑
者
の
継
続
的
隔
離
（
独
居
拘
禁
）
は
、
受
刑
者
の
人
間
性
（
ぼ

幽
o
見
勺
o
屋
o
捧
）
に
存
在
す
る
理
由
、
と
く
に
健
康
上
の
理
由
か
ら
不
可

欠
の
場
合
に
だ
け
許
さ
れ
る
。

②
　
一
年
の
う
ち
六
ケ
月
を
こ
え
る
独
居
拘
禁
は
監
督
官
庁
の
同
意
を
必

要
と
す
る
。
こ
の
期
間
は
受
刑
者
が
礼
拝
又
は
休
憩
時
間
に
参
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
な
い
。

七
九
条
（
戒
具
の
使
用
）

戒
具
は
両
手
又
は
両
足
に
だ
け
使
用
し
て
よ
い
。

刑
務
所
医
師
の
協
力

ω
戒
具
の
使
用
は
、
予
告
の
後
に
（
U
Z
四
条
）
、
受
刑
対
象
者
が
行

刑
処
置
又
は
保
安
処
置
の
適
法
な
執
行
に
際
し
て
抵
抗
し
た
場
合
に
も
許

さ
れ
る
。

⑤
連
行
又
は
拘
引
の
際
に
、
第
一
項
と
は
別
の
理
由
か
ら
高
い
程
度
で

脱
走
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
も
、
戒
具
の
使
用
が
許
さ
れ
る
。

　
S
O
一
〇
条
（
独
居
拘
禁
）

ω
　
受
刑
対
象
者
の
二
四
時
間
を
こ
え
る
隔
離
（
独
居
拘
禁
）
は
、
S
O

九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
要
件
が
存
在
し
、
危
険
が
す
で
に
受
刑
対
象

老
の
行
動
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
か
つ
こ
の
危
険
が
処
遇
に
よ
っ
て
も
特

別
保
安
処
置
に
よ
っ
て
も
、
忍
び
う
る
程
度
に
は
防
止
で
き
な
い
場
合
に

　
　
　
　
（
2
6
）

だ
け
許
さ
れ
る
。

②
　
独
居
拘
禁
は
、
受
刑
対
象
者
の
健
康
上
の
理
由
か
ら
必
要
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

場
合
又
は
受
刑
対
象
者
が
申
立
て
た
場
合
に
も
許
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

③
　
独
居
拘
禁
の
全
て
の
命
令
は
執
行
裁
判
所
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

　
S
O
＝
条
（
戒
具
の
使
用
）

ω
　
S
O
九
条
第
二
項
六
号
の
特
別
保
安
処
置
は
、
脱
走
の
危
険
が
あ
る
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1

の
下
に
所
長
は
別
の
仕
方
で
戒
具
の
使
用
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
戒

具
は
必
要
な
と
ぎ
に
は
、
一
時
的
に
ゆ
る
め
ら
れ
る
。

　
八
〇
条
（
特
別
保
安
処
置
の
命
令
）

ω
　
特
別
保
安
処
置
は
所
長
が
命
ず
る
。
危
険
が
迫
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
刑
務
所
の
他
の
職
員
も
又
こ
の
処
置
を
一
時
的
に
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。
（
こ
の
場
合
に
は
）
所
長
の
裁
決
が
直
ち
に
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

場
合
に
特
別
に
安
全
な
監
房
に
収
容
す
る
迄
の
間
一
時
的
に
だ
け
、
長
く

と
も
二
時
間
命
じ
ら
れ
る
か
又
は
刑
務
所
外
の
輸
送
の
間
だ
け
命
じ
ら
れ

（
2
9
）

る
。②

　
S
O
九
条
第
一
項
が
規
定
す
る
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
継
続
的
な

戒
具
の
使
用
は
三
日
の
期
限
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
使
用
期
間
中
は
担

当
の
社
会
援
助
士
㊧
O
臥
巴
器
段
ω
8
9
）
又
は
同
じ
素
養
を
も
つ
代
理
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

が
立
会
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
　
戒
具
は
両
手
又
は
両
足
に
だ
け
使
用
し
て
よ
い
。
刑
務
所
医
師
の
協

力
の
下
に
所
長
は
、
別
の
仕
方
で
戒
具
の
使
用
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
戒
具
は
必
要
な
と
き
又
は
可
能
な
と
き
に
は
、
一
時
的
に
ゆ
る
め
ら

（
3
1
）

れ
る
。

㈲
　
第
二
項
に
よ
る
戒
具
使
用
の
全
て
の
命
令
は
、
執
行
裁
判
所
の
許
可

を
要
す
る
。
必
要
な
場
合
に
は
執
行
裁
判
所
は
、
刑
法
典
代
案
七
三
条
の

治
療
・
保
護
施
設
に
一
時
的
に
又
は
継
続
的
に
移
送
を
命
じ
な
け
れ
ば
な

　
（
3
2
）

ら
な
い
。

　
S
O
一
二
条
（
特
別
保
安
処
置
の
命
令
）

ω
　
特
別
保
安
処
置
及
び
独
居
拘
禁
は
所
長
が
命
ず
る
。
危
険
が
迫
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
刑
務
所
の
他
の
職
員
も
又
こ
の
処
置
を
一
時
的
に
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
（
こ
の
場
合
に
は
）
所
長
の
裁
決
が
直
ち
に
得
ら
れ



6
0

1

ら
な
い
。

②
　
受
刑
者
が
医
師
に
措
置
さ
れ
又
は
観
察
さ
れ
て
い
る
場
合
あ
る
い
は

受
刑
者
の
精
神
状
態
が
処
置
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
前
も
っ

て
医
師
の
意
見
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
迫
っ
た
危
険
の
た

め
に
こ
の
こ
と
が
で
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
（
後
で
）
医
師
の
意
見
が
直
ち

に
聞
か
れ
る
。

　
八
一
条
（
医
師
の
監
視
）

ω
　
受
刑
者
が
と
く
に
安
全
な
監
房
に
収
容
さ
れ
又
は
戒
具
を
使
用
さ
れ

る
場
合
に
は
（
七
七
条
第
二
項
五
号
及
び
六
号
）
、
刑
務
所
医
師
は
受
刑

者
を
直
ち
に
検
査
し
、
そ
の
後
は
毎
日
検
査
す
る
。

②
　
医
師
は
、
受
刑
者
に
自
由
な
領
域
へ
の
滞
在
が
停
止
さ
れ
る
場
合
に

は
原
則
と
し
て
、
意
見
を
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
八
二
条
は
削
除
V

　
八
三
条
（
費
用
賠
償
）

ω
　
受
刑
者
は
脱
走
に
よ
り
、
又
は
自
傷
に
よ
っ
て
故
意
あ
る
い
は
過
失

で
生
じ
た
費
用
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
償
還
の
た
め
に
生
計
扶
助
費

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
全
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
も
っ
て
医
師
及
び
担
当
の
社
会
援
助
士

の
意
見
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
迫
っ
た
危
険
の
た
め
に
こ

の
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
（
後
で
）
医
師
及
び
担
当
の
社
会
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

士
の
音
心
見
が
直
ち
に
聞
か
れ
る
。

　
S
O
＝
二
条
（
医
師
の
監
視
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

ω
　
受
刑
対
象
者
が
と
く
に
安
全
な
監
房
に
収
容
さ
れ
又
は
戒
具
を
使
用

さ
れ
る
場
合
に
は
（
S
O
九
条
第
二
項
五
号
及
び
六
号
）
、
医
師
は
受
刑

対
象
者
を
直
ち
に
検
査
し
、
そ
の
後
は
毎
日
検
査
す
る
。

②
受
刑
対
象
者
が
独
居
拘
禁
に
付
さ
れ
（
S
O
一
〇
条
）
又
は
自
由
な

領
域
へ
の
滞
在
が
制
限
あ
る
い
は
停
止
さ
れ
る
場
合
に
は
（
S
O
九
条
第

二
項
四
号
）
、
医
師
は
当
該
受
刑
対
象
者
を
、
少
く
と
も
一
週
間
検
査
し

　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
S
O
一
四
条
（
費
用
賠
償
）

ω
　
受
刑
対
象
者
は
脱
走
に
よ
り
、
又
は
自
傷
に
よ
っ
て
故
意
あ
る
い
は

過
失
で
生
じ
た
費
用
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
償
還
の
た
め
に
生
計
扶



（
口
9
q
ω
o
q
9
画
）
の
最
低
額
を
こ
え
る
部
分
も
（
四
四
条
二
項
）
請
求
さ

れ
う
る
。

②
　
請
求
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
刑
者
の
処
遇
又
は
再
社
会
化
が
妨
げ
ら

れ
る
場
合
に
は
、
主
張
す
べ
き
で
な
い
。

助
費
の
最
低
額
を
こ
え
る
部
分
も
（
○
○
条
）
請
求
さ
れ
う
る
。

②
　
請
求
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
刑
対
象
者
の
処
遇
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
は
、
主
張
す
べ
き
で
な
い
。

坊
D督ω介

紹
6
1

1

（
5
）
　
』
剛
注
L
の
諸
原
則
は
条
文
化
さ
れ
る
が
、
条
文
は
規
定
の
内
容
が

明
確
で
、
適
用
が
う
ま
く
行
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
適
当
な
処
遇
や
処
遇
上
必
要
な
措
置
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
弾
力
性
も
必

要
と
す
る
。
「
改
訂
案
」
七
二
条
は
こ
れ
ら
の
点
で
充
分
で
な
い
。

（
6
）
パ
ゥ
マ
ソ
は
注
（
1
）
引
用
の
文
献
で
は
コ
改
訂
案
L
と
同
じ
く
「
受

刑
者
」
（
O
o
h
9
。
口
o
q
雪
6
）
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
違
っ
た
意
味
で

は
な
い
。
従
っ
て
り
》
器
冨
＝
．
．
も
「
改
訂
案
」
と
同
じ
く
、
「
刑
務
所
」

と
訳
し
た
。

（
7
）
問
題
な
の
は
個
人
的
な
責
任
感
だ
け
で
は
な
く
、
集
団
意
識
と
し
て

の
責
任
感
も
大
切
で
あ
る
。
集
団
ー
漠
然
と
し
た
他
者
で
は
な
く
、
ま
さ

に
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
集
団
ー
の
内
で
の
共
同
生
活
、
責
任
あ
る
協
力

が
訓
練
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
8
）
　
「
改
訂
案
」
七
二
条
一
項
の
「
秩
序
あ
る
」
と
い
う
表
現
が
削
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
無
秩
序
な
共
同
生
活
も
有
用
で
あ
り
う
る
こ
と
と
、
こ
の

表
現
が
伝
来
の
刑
務
所
構
造
を
強
め
る
危
険
の
た
め
で
あ
る
。

（
9
）
こ
の
項
に
よ
り
、
種
々
の
段
階
の
自
治
モ
デ
ル
の
導
入
、
と
く
に
処

遇
等
の
集
団
内
で
の
共
同
責
任
と
自
己
決
定
の
採
用
が
考
え
ら
れ
る
。

（
1
0
）
　
「
改
訂
案
」
七
二
条
二
項
と
同
様
に
、
義
務
と
制
限
の
付
課
は
法
律

に
結
び
つ
け
ら
れ
、
目
的
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
比
例
原
則
は
独
立
条
文
に

移
さ
れ
る
。
「
必
要
性
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
務
と
制
限
の
付

課
は
七
二
条
よ
り
も
更
に
限
定
さ
れ
、
単
な
る
有
用
性
で
は
足
り
ず
、
い
わ

ん
や
目
的
達
成
の
意
図
で
は
充
分
で
な
い
。

（
1
1
）
目
的
そ
の
も
の
が
「
改
訂
案
」
に
く
ら
べ
て
一
層
制
限
さ
れ
て
い

る
。
一
般
的
な
コ
保
安
と
秩
序
L
で
は
な
く
一
号
な
い
し
三
号
の
目
的
に
限

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
秩
序
」
と
い
う
弾
力
性
の
あ
り
す
ぎ
る
概
念

は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
第
一
項
は
「
改
訂
案
」
七
二
条
二
項
に
含
ま
れ
て
い
た
比
例
の
原
則

を
独
立
さ
せ
た
も
の
。
非
常
に
限
定
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
二
番
目
に



6
2
@
置
い
た
の
は
、
法
律
家
で
な
い
者
（
受
刑
対
象
者
も
含
む
）
も
読
む
だ
ろ
う

ー　
　
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
。

　
　
（
1
3
）
比
例
の
原
則
の
考
量
に
お
い
て
は
処
遇
の
効
果
が
特
別
の
役
割
を
果

　
　
す
。
義
務
・
制
限
の
付
課
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
保
安
又
は
共
同
生
活
の
侵
害

　
　
あ
る
い
は
他
の
受
刑
対
象
者
の
処
遇
の
妨
害
は
容
易
に
防
げ
る
が
、
当
該
受

　
　
刑
対
象
者
自
身
の
処
遇
が
ひ
ど
く
あ
ぶ
な
く
な
る
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
全
ゆ
る
付
課
は
結
局
処
遇
に
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
1
4
）
　
「
改
訂
案
」
が
「
直
接
強
制
」
に
関
し
て
八
四
条
に
規
定
す
る
補
充

　
　
原
則
を
「
保
安
と
秩
序
」
の
維
持
の
た
め
の
処
置
に
も
当
て
は
め
た
の
で
あ

　
　
る
。
法
律
上
処
遇
の
優
先
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
補
充
原
則
の
実
現

　
　
が
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
（
1
5
）
第
二
項
は
時
間
の
要
素
に
つ
い
て
述
べ
る
。
S
O
一
条
二
項
の
目
的

　
　
を
達
成
す
る
た
め
に
、
処
遇
手
段
に
よ
る
と
き
は
義
務
・
制
限
の
付
課
よ
り

　
　
も
、
一
般
に
時
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
補
充
原
則
が
侵
さ
れ

　
　
る
の
は
困
る
。
』
削
注
L
の
第
三
原
則
参
照
。

　
　
（
1
6
）
こ
の
処
置
が
短
期
的
に
見
れ
ば
成
果
を
期
待
さ
れ
る
場
合
に
も
、
比

　
　
例
原
則
を
満
し
て
い
る
場
合
に
も
許
さ
れ
な
い
。
ご
く
簡
単
な
義
務
・
制
限

　
　
の
付
課
も
す
べ
き
で
な
い
。

　
　
（
1
7
）
　
「
前
注
」
の
第
一
原
則
参
照
。
本
項
は
多
く
の
刑
務
所
で
今
日
も
行

わ
れ
て
い
る
や
り
方
を
否
定
す
る
。
閉
鎖
部
分
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ

は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
格
な
施
錠
は
受
刑
対
象
者
と
職
員
の
活

動
を
困
難
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
受
刑
対
象
者
を
愚
ろ
う
し
、
職
員
を
教
育

的
任
務
と
両
立
し
な
い
鍵
番
に
し
て
し
ま
う
。

（
1
8
）
公
式
の
服
従
義
務
の
一
般
規
定
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
バ
ウ
マ
ソ
は
服
従
義
務
を
「
担
当
」
職
員
に
限
定
す
る
。
バ
ウ
マ
ン
は

一
般
的
な
法
治
国
家
的
考
慮
の
他
に
、
他
の
職
員
が
処
遇
に
干
渉
す
る
こ
と

は
処
遇
計
画
と
効
果
を
危
な
く
す
る
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
る
。
七
三
条
一
項

後
段
（
場
所
の
指
定
）
は
「
内
部
の
自
由
」
原
則
に
反
し
、
「
改
訂
案
」
七

二
条
に
も
適
合
し
て
い
な
い
の
で
削
っ
た
。
受
刑
対
象
者
を
か
ご
に
閉
め
る

な
ら
ば
生
活
の
訓
練
は
う
ま
く
行
か
な
い
か
ら
。

（
1
9
）
　
「
改
訂
案
」
七
三
条
三
項
と
は
ま
ず
「
監
房
」
↓
「
居
房
」
の
術
語

が
こ
と
な
る
。
更
に
自
己
責
任
と
自
己
実
現
を
考
慮
し
て
、
居
房
を
各
々
の

受
刑
対
象
者
が
自
分
流
に
形
成
で
き
る
こ
と
に
し
た
。
限
界
は
S
O
一
条
二

項
の
目
的
が
設
定
す
る
。
刑
務
所
か
ら
与
え
ら
れ
た
物
品
に
つ
い
て
は
次
条

が
考
慮
さ
れ
る
。

　
コ
改
司
案
L
七
三
条
四
項
の
報
告
義
務
は
否
定
さ
れ
た
。
こ
の
様
な
義
務

は
「
密
告
義
務
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
信
感
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
処
遇
の

ふ
ん
囲
気
と
共
同
生
活
を
害
す
る
。
報
告
義
務
に
代
っ
て
自
己
責
任
の
原
則



切鰐ω
介

紹紹
1

が
強
調
さ
れ
る
。
物
的
損
害
に
つ
い
て
も
、
生
命
・
身
体
の
危
険
に
つ
い
て

も
一
般
原
則
（
た
と
え
ば
損
害
賠
償
）
が
当
て
は
ま
る
。

（
2
0
）
第
一
項
は
所
有
物
の
優
先
の
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
「
改
訂
案
」

七
四
条
一
項
は
今
日
の
実
務
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、
自
己
責
任
の
原
則
に

も
、
「
改
訂
案
」
三
条
a
の
、
自
由
な
状
態
に
行
刑
を
出
来
る
だ
け
適
合
さ

せ
る
と
い
う
正
当
な
原
則
に
も
矛
盾
し
て
い
る
。
バ
ウ
マ
ン
は
こ
こ
で
、
個

人
の
所
持
の
点
で
も
自
己
責
任
の
原
則
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
自
由
な
社

会
で
は
、
自
分
の
物
に
対
す
る
責
任
感
を
呼
び
起
こ
す
確
実
な
手
段
は
所
有

権
制
度
に
あ
る
。
所
有
権
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
責
任
又
は
共
同
責
任
を

行
刑
に
お
い
て
考
え
な
い
と
は
、
理
解
し
難
い
。
　
コ
改
訂
案
L
七
四
条
一
項

理
由
書
は
そ
の
理
由
と
し
て
刑
務
所
に
お
い
て
必
要
な
高
い
程
度
の
保
安
を

考
え
た
と
す
る
が
、
こ
れ
と
て
も
責
任
と
適
応
の
思
想
を
こ
れ
ほ
ど
に
後
退

さ
せ
る
充
分
な
理
由
で
は
な
い
。
又
「
改
訂
案
」
は
こ
の
保
安
の
考
慮
の
点

で
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
軽
微
な
価
値
の
物
を
他
の
受
刑
者
か

ら
取
得
し
て
よ
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
保
安
の
危
険
を
意
味
す
る
物
件

は
普
通
大
部
分
は
軽
微
な
価
値
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
所
有
物
と
慣
れ
る

こ
と
、
所
有
物
を
大
切
に
扱
う
こ
と
は
行
刑
に
お
い
て
も
訓
練
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

（
2
1
）
交
換
取
引
や
闇
取
引
の
問
題
は
「
改
訂
案
」
七
四
条
で
は
対
処
で
き

な
い
。
自
由
な
社
会
で
も
否
定
的
な
効
果
を
も
つ
取
引
は
あ
る
。
刑
務
所
内

で
は
否
定
的
な
取
引
や
体
験
か
ら
守
ら
れ
て
も
、
自
由
な
社
会
で
は
そ
う
は

い
か
な
い
。
教
育
的
に
望
ま
し
く
な
い
結
果
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
が
、
受
刑

対
象
者
に
は
否
定
的
な
体
験
も
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
短
所
は
自
己
責

任
を
強
め
る
と
い
う
長
所
に
よ
り
我
慢
す
べ
き
で
あ
る
。
公
然
た
る
取
引
は

監
視
す
る
の
も
容
易
で
あ
り
、
闇
取
引
よ
り
も
よ
い
。
制
限
は
S
O
一
条
二

項
に
よ
る
。

（
2
2
）
　
「
改
訂
案
」
七
五
条
一
項
の
「
監
房
」
、
S
O
五
条
三
項
の
「
居
房
」

1
工
場
そ
の
他
の
捜
検
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
ー
で
は
な
く
、
「
刑
務

所
の
部
屋
」
（
卜
　
口
o
o
紳
帥
一
け
の
帰
位
口
巳
P
O
）
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。

（
2
3
）
　
「
改
訂
案
」
と
同
様
、
保
安
上
必
要
な
全
ゆ
る
制
限
を
こ
の
条
文
に

規
定
し
て
は
い
な
い
（
文
通
、
面
会
等
の
規
定
参
照
）
。
又
捜
検
・
移
送
・
S

O
一
条
な
い
し
四
条
の
原
則
も
本
条
で
は
く
り
返
え
さ
な
い
。
　
又
「
改
訂

案
」
七
七
条
の
医
学
的
方
策
の
優
先
は
S
O
三
条
か
ら
明
ら
か
な
の
で
、
削

っ
た
。

（
2
4
）
本
項
は
「
改
訂
案
」
七
七
条
二
項
に
対
し
て
、
列
挙
が
限
定
的
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
「
改
訂
案
」
理
由
書
も
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い

る
が
、
条
文
の
表
現
上
行
政
規
則
で
拡
張
す
る
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
な

い
。



餌1

　
三
号
は
こ
の
処
置
に
よ
っ
て
、
独
居
拘
禁
の
効
果
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
…
様
に
改
め
た
。

（
2
5
）
第
三
項
は
「
改
訂
案
」
七
七
条
三
項
に
く
ら
べ
て
、
大
巾
に
異
な

る
。
刑
務
所
の
秩
序
の
破
壊
を
除
去
又
は
阻
止
す
る
た
め
に
特
別
保
安
処
置

を
と
る
こ
と
は
バ
ウ
マ
ン
の
基
本
構
想
に
反
す
る
。
ま
ず
「
重
大
な
」
破
壊

は
「
刑
務
所
の
秩
序
」
と
い
う
不
確
定
概
念
と
結
び
つ
い
て
、
懲
罰
の
要

件
、
と
く
に
責
任
原
理
を
回
避
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
。
そ
こ
で
S
O
一
条
と

同
様
に
改
め
た
。
勿
論
S
O
一
条
な
い
し
四
条
の
諸
原
則
か
ら
の
制
限
が
こ

こ
で
も
当
て
は
ま
る
。

　
パ
ゥ
マ
ソ
は
更
に
法
律
効
果
を
「
他
の
受
刑
対
象
者
か
ら
の
一
時
的
隔

離
」
（
三
号
）
に
限
っ
た
。
五
号
は
保
安
上
の
考
慮
か
ら
の
み
必
要
と
考
え

ら
れ
る
た
め
に
削
っ
た
。

（
％
）
　
「
改
訂
案
」
七
八
条
は
独
居
拘
禁
の
制
限
を
考
え
て
い
る
点
で
は
よ

い
の
だ
が
表
現
が
充
分
で
な
い
し
、
又
七
七
条
が
「
一
時
的
隔
離
」
を
含

み
、
七
八
条
が
「
継
続
的
隔
離
」
の
み
を
規
定
す
る
こ
と
は
構
成
が
お
か
し

い
。
そ
こ
で
S
O
九
条
で
は
全
く
一
時
的
な
隔
離
を
規
定
し
、
S
O
一
〇
条

で
は
よ
り
長
い
隔
離
を
規
定
す
る
。
S
O
九
条
の
隔
離
の
要
件
は
S
O
二
条

及
び
三
条
の
原
則
を
考
え
れ
ば
、
濫
用
防
止
に
充
分
で
あ
る
が
、
S
O
一
〇

条
の
隔
離
の
要
件
は
更
に
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
改
訂
案
」
七
八
条
一
項
の
要
件
は
狭
い
の
は
い
い
が
、
体
系
的
に
は
正

し
く
な
い
。
S
O
九
条
の
期
限
（
す
な
わ
ち
、
S
O
九
条
と
S
O
一
〇
条
の

関
係
か
ら
二
四
時
間
以
内
）
で
充
分
で
な
い
場
合
、
つ
ま
り
二
四
時
間
を
こ

え
る
隔
離
1
す
で
に
S
O
九
条
の
隔
離
が
始
め
ら
れ
た
後
に
充
分
で
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
場
合
も
含
む
ー
は
S
O
一
〇
条
の
よ
り
厳
格
な
要
件
と

手
続
を
要
す
る
。
「
改
訂
案
」
七
八
条
一
項
の
「
受
刑
者
の
人
間
性
に
存
在

す
る
理
由
」
は
狭
く
も
広
く
も
解
釈
さ
れ
う
る
が
、
S
O
一
〇
条
一
項
は

「
人
間
性
に
つ
い
て
の
予
測
」
で
は
充
分
で
な
く
、
す
で
に
危
険
が
現
実
化

し
、
し
か
も
受
刑
対
象
者
の
行
動
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

　
更
に
特
別
保
安
処
置
で
は
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
処
遇
の

優
先
は
S
O
三
条
か
ら
自
明
で
あ
る
が
、
特
別
保
安
処
置
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
く
り
返
え
さ
れ
る
。

（
2
7
）
　
「
刑
法
典
代
案
」
三
八
条
四
項
に
よ
っ
て
、
受
刑
対
象
者
の
申
立
権

を
規
定
す
る
。
　
こ
の
申
立
権
は
独
居
拘
禁
を
許
さ
れ
る
も
の
と
す
る
だ
け

で
、
請
求
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
申
立
に
も
と
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
成
果
が
期
待
で
き
る
場
合
が
あ
る
。

　
申
立
に
も
と
つ
く
独
居
拘
禁
は
健
康
上
の
理
由
に
よ
る
そ
れ
と
一
緒
に
規

定
さ
れ
る
。
両
者
と
も
他
の
人
間
又
は
物
品
に
対
す
る
危
険
が
存
在
せ
ず
、

要
件
と
し
て
も
必
要
と
さ
れ
な
い
場
合
だ
か
ら
。
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（
8
2
）
　
「
改
訂
案
」
七
八
条
は
執
行
裁
判
所
を
関
与
さ
せ
て
は
い
な
い
。
単

な
る
監
督
官
庁
の
関
与
で
は
、
　
「
内
部
の
自
由
」
へ
の
干
渉
の
程
度
か
ら
し

て
、
充
分
で
な
い
。
独
居
拘
禁
は
集
団
行
刑
を
う
け
て
い
る
受
刑
対
象
者
に

対
し
て
は
重
大
な
侵
害
で
あ
る
。
執
行
裁
判
所
の
関
与
は
、
申
立
に
も
と
つ

く
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
場
合
に
も
こ
の
種
の
行
刑
が
受
刑
対
象
者

の
利
益
と
な
る
か
い
な
か
が
検
討
さ
れ
る
。
「
内
部
の
自
由
」
は
受
刑
対
象

者
が
自
由
に
処
分
で
き
る
法
益
で
は
な
く
、
処
遇
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

健
康
上
の
理
由
に
よ
る
独
居
拘
禁
に
も
、
濫
用
の
防
止
の
た
め
に
執
行
裁
判

所
が
関
与
す
る
。
執
行
裁
判
所
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
形
成
的
処
遇

処
置
」
（
「
改
訂
案
」
理
由
書
の
表
現
）
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
の
逆
で
あ
ろ
う
。

　
「
改
訂
案
」
七
八
条
二
項
の
六
ケ
月
の
期
間
は
人
間
を
崩
壊
せ
し
め
る
程

の
も
の
で
あ
り
、
よ
り
短
い
期
間
も
処
遇
に
と
っ
て
益
よ
り
害
が
あ
ろ
う
。

多
分
二
四
時
間
の
期
限
が
実
現
可
能
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
9
）
戒
具
の
使
用
と
い
う
特
別
保
安
処
置
も
「
改
訂
案
」
七
七
条
、
七
九

条
及
び
S
O
九
条
以
上
の
制
限
を
必
要
と
す
る
。
戒
具
の
使
用
の
場
合
は
独

居
拘
禁
と
異
な
り
、
時
間
的
に
だ
け
で
な
く
、
危
険
の
理
由
が
違
う
こ
と
に

よ
り
内
容
を
異
に
す
る
。
勿
論
S
O
四
条
一
項
の
限
界
に
近
づ
く
処
置
で
あ

る
。

　
第
一
項
は
ま
ず
刑
務
所
内
で
の
戒
具
の
使
用
（
つ
ま
り
脱
走
の
危
険
の
場

合
。
S
O
九
条
一
項
の
要
件
及
び
S
O
一
条
以
下
の
一
般
原
則
が
当
て
は
ま

る
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
安
全
な
居
房
に
収
容
す
る
迄
の
一
時
的
な
戒
具

の
使
用
だ
け
が
許
さ
れ
る
と
し
、
更
に
濫
用
を
防
ぐ
た
め
二
時
間
と
限
定
す

る
。
こ
の
様
な
制
限
は
刑
務
所
外
の
輸
送
の
場
合
に
は
な
い
。

（
3
0
）
本
項
は
、
人
又
は
物
品
に
対
す
る
暴
力
行
為
の
危
険
も
し
く
は
自
殺

あ
る
い
は
自
傷
の
危
険
に
関
す
る
。
こ
れ
ら
の
危
険
、
と
く
に
自
殺
あ
る
い

は
自
傷
の
危
険
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
戒
具
の
使
用
以
外
の
、
よ
り
軽
い
保
安

処
置
は
、
た
い
て
い
利
用
で
き
な
い
。
医
学
的
処
遇
も
充
分
で
な
い
場
合
が

あ
る
。
従
っ
て
、
第
一
項
の
様
に
は
期
限
の
制
限
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
担
当
社
会
援
助
士
の
働
き
か
け
の
下
で
は
、
三
日
で
普
通
は
充
分

で
あ
ろ
う
。
三
日
経
過
後
は
少
く
と
も
試
験
的
に
、
戒
具
の
使
用
は
や
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
援
助
士
の
立
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
戒
具

の
使
用
が
更
に
必
要
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
第
四
項
及
び
S
O
一

三
条
参
照
。

（
3
1
）
戒
具
を
ゆ
る
め
る
こ
と
は
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
「
必
要
」
と
さ
れ

る
場
合
に
限
ら
れ
な
い
。
戒
具
を
試
み
に
ゆ
る
め
て
み
る
何
ら
か
の
可
能
性

が
あ
る
場
合
で
も
よ
い
。

（
2
3
）
執
行
裁
判
所
は
三
日
の
期
限
が
充
分
で
な
い
場
合
に
も
関
与
す
る
。



6
6
@
社
会
援
助
士
及
び
医
師
の
働
き
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
さ
れ
た
期
限
で

ー　
　
は
防
げ
な
い
重
大
な
危
険
が
存
在
す
る
場
合
は
第
四
項
後
段
の
処
分
。

　
　
　
（
3
3
）
　
「
改
訂
案
」
八
〇
条
一
項
と
本
条
第
一
項
の
違
い
は
、
S
O
一
〇
条

　
　
に
規
定
さ
れ
る
独
居
拘
禁
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
S
O
三
条
の
処
遇
の
優
先
原
則
の
実
施
を
保
障
す

　
　
る
た
め
に
、
全
ゆ
る
場
合
に
医
師
の
意
見
を
き
く
こ
と
に
し
た
こ
と
で
あ

　
　
る
。
特
別
保
安
処
置
が
命
じ
ら
れ
る
全
て
の
場
合
に
、
危
険
を
医
学
的
処
置

　
　
に
よ
っ
て
除
く
可
能
性
が
あ
る
。
同
じ
理
由
か
ら
担
当
社
会
援
助
士
の
関
与

　
　
が
規
定
さ
れ
る
。

　
　
（
3
4
）
医
師
の
監
視
処
置
に
つ
い
て
も
、
S
O
一
二
条
二
項
が
当
て
は
ま
る

　
　
か
ら
、
「
改
訂
案
」
八
一
条
二
項
の
よ
う
に
医
師
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
は

　
　
規
定
す
る
必
要
が
な
い
。
本
条
一
項
・
二
項
所
定
の
処
置
が
行
わ
れ
る
と
き

　
　
は
、
と
く
に
独
居
拘
禁
に
付
さ
れ
る
場
合
に
は
健
康
上
の
障
害
、
精
神
的
障

　
　
害
が
生
じ
う
る
の
で
、
頻
繁
な
検
査
又
は
少
く
と
も
一
週
間
の
検
査
が
要
求

　
　
さ
れ
る
。

　
　
（
3
5
）
　
「
改
訂
案
」
八
三
条
二
項
で
は
「
再
社
会
化
」
が
入
っ
て
い
る
が
、

　
　
S
O
一
四
条
で
は
削
っ
た
。
こ
の
暑
．
口
葉
が
入
っ
て
い
る
と
、
主
張
が
許
さ
れ

　
　
な
い
の
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
処
遇
を
妨
げ
る
か
ら
で
は
な
く
、
処
遇
の

　
　
最
終
的
効
果
（
す
な
わ
ち
再
社
会
化
）
次
第
で
あ
る
と
の
誤
解
が
生
ず
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
。

　
※
筆
者
註
I
S
O
五
条
三
項
及
び
S
O
九
条
二
項
で
は
「
改
訂
案
」

七
三
条
三
項
及
び
七
七
条
二
項
の
「
監
房
」
（
瓢
9
h
6
h
僧
仁
H
口
）
に
対
し
て
コ
居

房
L
（
≦
O
げ
口
同
9
儀
【
口
）
、
「
部
屋
」
（
幻
9
ロ
日
）
と
な
っ
て
お
り
、
S
O
七
条

一
項
で
は
「
改
訂
案
」
七
五
条
の
　
「
監
房
」
（
＝
9
。
津
鼠
ロ
B
o
）
に
対
し
て

「
刑
務
所
の
部
屋
」
（
跨
口
ω
け
拶
一
酔
ω
『
位
口
昌
P
¢
）
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
S

O
一
一
条
一
項
及
び
S
O
一
三
条
一
項
で
は
S
O
九
条
二
項
五
号
に
よ
る
場

合
な
の
に
、
「
監
房
」
（
缶
曽
h
け
同
9
0
q
目
口
）
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
見
落
し
で

あ
ろ
う
。


